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障害者雇用促進法とは
　障害者雇用促進法では「障害者である労働
者が、職業生活において、能力発揮の機会が
与えられること、職業人として自立するよう努め
ること」とされており、上記にある下線の二つが
基本理念となっています。また、その理念は憲
法にその基礎をおいています。それは、憲法25
条～28条までのいわゆる社会権といわれるもの
です。すなわち国家による生存保障であり、憲
法25条では「すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。」憲法
27条では「すべて国民は、勤労の権利を有し、
義務を負う。」この、すべて国民はの中には、当
然障害者が含まれるわけです。障害者におい
ても国民の権利としての労働を保障することに
なっています。
　国連障害者の権利条約というものがありま
す。これは1948年12月採択の国連世界人権宣
言を基礎とする人権諸条約の一つです。06年
12月に国連総会で採択され、08年5月に20カ国
が批准したことにより、発効されています。09年7
月現在で58カ国批准、現在60カ国を超えていま
す。まだ、日本では批准していませんが、主な意
義・内容（抜粋）は次のとおりです。
①「差異の尊重と、人間の多様性及び人間性
の一部としての障害の受容」は、人間社会が本
質的に必要としているテーマ（インクルーシブな
社会の実現に向けた規範）を明文化している。
※インクルーシブ＝全員参加の　包括的　多
様性を受け入れる
②既存の人権諸条約が積み重ねてきた成果
の上にたって、差別の定義に「合理的配慮を行
わないこと」を差別とみなすという新しい概念を
位置づけた。※合理的配慮＝障害者が他の者
と平等にすべての人権及び基本的自由を享有
し、また行使することを確保するための、必要か
つ適当な変更及び調整であって均衡を失した
又は過度の負担を課さないものをいう。職場に
おける段差等の解消や情報機器の改造等、必
要かつ適当な変更及び調整。
③あらゆる形態の雇用に関する全ての事項（募
集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進な
らびに安全かつ健康的な作業条件を含む）に
関し、障害を理由とする差別を禁止すること。
④他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件
（例えば、均等な機会及び同一価値の労働に
ついての同一報酬）、安全かつ健康的な作業
条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦情
に対する救済についての障害者の権利を保護
すること。
　現在、民主党政権になって批准に向けた具
体的な検討が進められています。批准に必要
な国内法の整備を行うために、内閣に「障がい
者制度改革推進本部」を設置することが、平成
21年12月8日に閣議決定されました。必要な国
内法の整備とは、例えば男女雇用機会均等法
では募集・採用・配置・昇進等で、男女の差別

を禁止しています。障害者雇用においても、健
常者と障害者の間で、このような差別を禁止す
る法律が整備されてくるものと思います。
障害者雇用促進法の内容
　企業は常用労働者の１．８％の障害者を雇
用しなければならないとされています。これを逆
算すると常用労働者56人以上の企業は１人以
上障害者を雇用しなければならないのです。
また、現在、常用労働者301人以上の企業には
下記のような調整金の支給と納付金の徴収制
度があります。

障害者雇用納付金制度改正の主な内容
①平成22年7月より適用対象の範囲が中小企
業に拡大されます。（201人以上300人以下）法
定障害者雇用率（1.8％）に満たない常用雇用
労働者201人以上の事業主は、障害者雇用納
付金を納付する義務があります。
②週20時間以上30時間未満の短時間労働者
を労働者数、雇用障害者数に算入します。
③制度の適用から5年間は、納付金の減額特
例が適用され納付金の額が1人当たり月額
40,000円となります。（平成27年7月からは、1人
当たり月額50,000円）
④平成27年4月1日からは常用雇用労働者101
人以上の事業主に納付金制度の適用が拡大
されます。
障害者雇用納付金制度における雇用障害者
数の算定方法とカウントされる障害者
下記のような、常用雇用労働者である障害者を
もって、雇用障害者数を算定します。

身体障害者：
身体障害者手帳所持者　身体障害1級～6級
までと７級の重複（身体障害者福祉法施行規
則別表）重度　1級、2級障害、３級重複
知的障害者：
通常は療育手帳所持者（東京都は愛の手帳）
（障害者職業センター。その他、知的障害者判
定機関により知的障害があると判定された者を
含む）重度　療育手帳で程度が「Ａ」とされてい
る者。（障害者職業センター。その他、知的障害

者判定機関により重度と判定された者を含む）
精神障害者：
通常は精神障害者保険福祉手帳の所持者
（産業医、主治医等から統合失調症、そううつ
病、てんかんの診断を受けている者を含む）
　障害者雇用納付金の納付が必要となる事業
主は、前年度の各月ごとの初日における雇用障
害者数の年度間合計数が、各月ごとの初日にお
ける法定雇用障害者数の年度間合計数に満
たない事業主です。以下の例の場合は障害者
雇用納付金の額が（32人－28人）×40,000円＝
160,000円となります。毎年、4月1日～5月15日ま
でに前年度分を申告し、必要な場合は納付金を
納付することになります。申告・納付先は独立行
政法人　高齢・障害者雇用支援機構です。
障害者を雇用する企業のメリットと
社会貢献
　障害者にできる部分を任せることにより、一般
社員が本来業務に専念できます。そこには障
害者にしかできないことがあります。また、弱者を
身近に感じることにより、社員間に配慮が生ま
れ、やさしくなれます。障害者の適所を試行錯
誤することにより、適材適所の経営を学べます。
なにより、障害者に働く場と自立への道筋をつ
けてあげることができます。これは社会にとって
の労働力の活用になります。また、一人当たりの
障害者雇用で３～4億の社会的価値を生み出
すことができます。障害者が働けずに施設等で
一生を過ごした場合、40年間で福祉の費用が
一人約２億かかると言われています。働いて5
千万～１億５千万の報酬を得れば、合計約3億
5千万もの社会的価値を生み出すことになりま
す。全国1,000人の雇用増で3,500億円です。
　最後に障害者は社会に受け入れられたい。
自立したいという意識が強いと思います。まじめ
に一生懸命やる人が多いようです。一見そう見
えない場合もありますが、多くは潜在的に持って
います。それを引き出してあげられると良いと思
います。障害者はその多様性をみとめれば、働
く意思と能力があるにもかかわらず、働きたいと
思っている障害者で就職できるのは約3割で
す。障害者も能力は向上します。会社の利益に
貢献できます。まず、実習やトライアル雇用から
初めてください。
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障害者雇用率達成
超過人数１人につき月2.7万円を支給

障害者雇用調整金

週所定労働時間 30時間以上
20時間以上
30時間未満

（短時間労働者）
身体・知的障害者

精神障害者

1人 0.5人
重　度 2人 1人

1人 0.5人

障害者雇用率未達成
不足人数１人につき月５万円を徴収

障害者雇用納付金

 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計（人）
 191 192 197 205 220 230 234 239 244 1,952
 20 20 20 22 22 24 24 26 26 204

 201 202 207 216 231 242 246 252 257 2,054

 1.8％
 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32人
 2 3 3 3 3 3 3 4 4 28人

常用雇用労働者数
常用短時間労働者数
法定雇用障害者数の
算定基礎となる労働者数
法定障害者雇用率
法定雇用障害者数※
雇用障害者数
※法定障害者雇用者数の 1未満の端数は切り捨てます。
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